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都留市ふれあい集会を開催しました
問合先：行政管理課
秘書・広報担当

　

５
月
28
日（
水
）、
大
津
集
会
所
に
お

い
て
、
開
地
地
区
の
方
々
を
対
象
と
し

た「
都
留
市
ふ
れ
あ
い
集
会
」を
開
催
し

ま
し
た
。

　

堀
内
市
長
の
市
政
運
営
に
関
わ
る

「
創
り
ま
す
！
豊
か
な
産
業
の
あ
る
ま

ち
」「
輝
か
せ
ま
す
！
都
留
の
誇
り
」

「
育
み
ま
す
！
や
さ
し
さ
と
元
気
の
ま

ち
」「
実
行
し
ま
す
！
新
し
い
ス
テ
ー

ジ
へ
」の
４
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
対
す

る
具
体
的
な
構
想
を
交
え
な
が
ら
紹

介
し
、
そ
れ
に
対
し
て
市
民
の
皆
さ

ま
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
く
と
い
う

形
式
で
開
催
を
し
ま
し
た
。

■
今
回
の
対
話
内
容
と
し
て
は
、

・
児
童
数
減
少
に
伴
う
都
留
文
科
大
学

附
属
小
学
校
の
学
区
の
見
直
し
や
特
色

あ
る
学
校
と
し
て
の
ア
ピ
ー
ル
方
法
に

つ
い
て

・
リ
ニ
ア
実
験
線
付
近
に
計
画
さ
れ
て

い
る
農
林
産
物
直
売
所
や
農
業
施
策
の

具
体
的
な
現
状
に
つ
い
て

・
循
環
バ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
地

域
住
民
の
足
と
な
る
交
通
手
段
の
確
保

に
つ
い
て

・
居
場
所
整
備
事
業
な
ど
の
健
康
予
防

対
応
に
つ
い
て

・
平
日
や
休
日
な
ど
地
元
消
防
団
が
不

在
時
の
対
応
方
法
に
つ
い
て

・
文
字
を
大
き
く
し
た
見
や
す
い
広

報
に
つ
い
て

　

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
に
つ
い
て
積

極
的
な
対
話
が
で
き
ま
し
た
。
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ん
、
大
変
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
ふ
れ
あ
い
集
会
で
話

題
に
な
っ
た
内
容
で
今
年
度
に
対
応
可

能
な
も
の
な
ど
は
、
す
ぐ
に
担
当
部
署

へ
周
知
し
、
順
次
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
も
１
～
２
カ
月
に
１
回
の
ペ
ー
ス

で
開
催
し
ま
す

　

こ
の
集
会
は
、
市
長
が
地
域
な
ど

に
直
接
出
向
き
、
皆
さ
ん
の
意
見
を

直
接
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
市
政
に
反

映
さ
せ
る
、「
市
民
総
参
加
の
市
政
」

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開

催
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
地
域
や
、
市
民
団
体
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
の
方
々
と

市
長
が
直
接
対
話
を
す
る
こ
と
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
市
政
に
反
映

さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
都
留
市

を
共
に
築
き
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う

趣
旨
の
集
会
で
す
。
ご
興
味
の
あ
る

方
は
、
ぜ
ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■市長コンセプトについてや、地域の諸
問題などいろいろなお話ができました。

次
回
開
催
案
内

日
　
程　

８
月
19
日（
火
）

（
詳
細
は
次
号
の
広
報
に
掲
載
し
ま
す
）

対
象
者　

禾
生
地
区
に
住
み
、
学
び
、

働
き
、
活
動
す
る
方
々

内
　
容　

テ
ー
マ
は
特
に
定
め
ま
せ
ん

の
で
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
い
ろ
い
ろ
な

お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
次
の
内
容
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ

か
ね
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

①
個
人
的
相
談
や
苦
情
、
ま
た
は
個
人

的
要
望
に
関
す
る
こ
と
。

②
特
定
の
個
人
や
団
体
に
対
す
る
誹
謗

ま
た
は
中
傷
に
該
当
す
る
こ
と
。

③
宗
教
、
営
業
な
ど
に
関
す
る
こ
と
。

④
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
。

⑤
そ
の
他
市
長
が
不
適
切
と
認
め

る
こ
と
。

※
７
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る「
ふ
れ
あ

い
集
会
」は
き
ら
め
き
女
性
塾
の
方
を

対
象
に
開
催
す
る
予
定
で
す
の
で
、
募

集
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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やまなし子育て応援カードの利用拡大について
問合先：福祉課

子育て支援担当☎（46）5112
　

や
ま
な
し
子
育
て
応
援
カ
ー
ド

は
、
平
成
25
年
11
月
よ
り
対
象
家
庭

を「
県
内
の
18
歳
未
満
の
子
ど
も
ま

た
は
妊
婦
が
い
る
す
べ
て
の
子
育
て

家
庭
」に
拡
大
し
、
新
し
い
カ
ー
ド

に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し
た
協
賛
店

舗
に
応
援
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
と
、

料
金
割
引
や
粗
品
進
呈
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
多
く
の
子
育
て
家
庭
で
交
付
を

受
け
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
平
成
25
年
10
月
末

ま
で
に
交
付
さ
れ
た
や
ま
な
し
子

育
て
応
援
カ
ー
ド（
以
下
、
旧
応
援

カ
ー
ド
）は
、
平
成
26
年
８
月
31
日

を
も
っ
て
廃
止
し
ま
す
。

　

旧
応
援
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
、
福
祉
課
子
育
て
支
援
担
当
窓
口

で
新
応
援
カ
ー
ド
へ
の
移
行
を
お
願

い
し
ま
す
。

注
意
事
項　

交
付
を
受
け
る
に
は
、

健
康
保
険
証
や
母
子
手
帳
な
ど
、
対

象
家
庭
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

平成26年度国民健康保険税の改正について

　　　　　問合先：届出関係　市民生活課　年金・医療担当
課税関係　　　税務課　　　市民税担当
納税関係　　　税務課　　　収納対策室

①
低
所
得
者
の
保
険
税
軽
減
措
置
の

拡
充

　

低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減
措
置
対
象
を
拡
大
す
る

た
め
、
５
割
軽
減
及
び
２
割
軽
減
の

対
象
範
囲
を
拡
充
し
ま
す
。

②
国
民
健
康
保
険
税
賦
課（
課
税
）限

度
額
の
見
直
し

　

国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
お
よ
び
介
護
納
付
金
分
の

賦
課
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
２
万
円
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

変更前 変更後

７割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金
額の合計額が、基準額33 万円を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金
額の合計額が、基準額33 万円を超えない世帯

５割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額
の合計額が、基準額33万円＋24.5万円×（被保険者数
－世帯主＋特定同一世帯所属者数 ※ ）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金
額の合計額が、基準額33 万円＋24.5 万円×（被保険
者数＋特定同一世帯所属者数 ※ ）を超えない世帯

２割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金
額の合計額が、基準額33 万円＋35 万円×（被保険者
数＋特定同一世帯所属者数 ※）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金
額の合計額が、基準額33 万円＋45 万円×（被保険者
数＋特定同一世帯所属者数 ※）を超えない世帯

医療給付分
（0 歳から 74 歳）

後期高齢者支援金分等分
（0 歳から 74 歳）

介護納付金分
（40 歳から 64 歳）

所得割額 ( 課税標準額 ※ ×率 ) 　　　　   　7.68％ 　　　　　　2.45％ 　　　　　　2.06％

均等割額（被保険者1 人当り ) 　　　　  27,500 円 　　　　　 8,500 円 　　　　   10,300 円

平等割額 (1 世帯当たり ) 　　　　  24,400 円 　　　　　 7,500 円 　　　　　 6,000 円

賦課 ( 課税 ) 限度額 　　　　510,000 円           
　　　　   変更なし               

　　　　160,000 円
　変更前140,000 円

　　　　140,000 円
　変更前120,000 円

※課税標準額：前年中の合計所得金額－33 万円 ( 基礎控
除額 )
※平等割額について、特定同一世帯所属者がいる世帯は
減額される場合があります。

※特定同一世帯所属者：国民健康保険被保険者が 75 歳到達により、国保資格を喪失した者で、
資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。

◆
国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
主
に
課

税
さ
れ
ま
す
！

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主
が

納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
世
帯
主
が
社
会
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
る
場
合
や
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場

合
で
も
、
他
の
世
帯
員（
家
族
）が
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、

世
帯
主
に
納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

◆
所
得
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
！

　

国
民
健
康
保
険
税
の
決
定
や
軽
減

判
定
、
ま
た
入
院
時
の
食
事
代
、
高

額
療
養
費
の
算
定
な
ど
に
は
世
帯
の

所
得
情
報
が
必
要
で
す
。
収
入
が
な

い
場
合
な
ど
で
も
忘
れ
ず
所
得
の
申

告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■低所得者の保険税軽減措置の拡充

■国民健康保険税賦課（課税）限度額の見直し

後期高齢者医療保険についてのお知らせ
問合先：市民生活課

年金・医療担当

■
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

有
効
期
限
が
平
成
27
年
７
月
31
日
の
新
し

い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
７
月
下

旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。
被
保
険

者
証
は
届
い
た
日
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。
昨

年
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
未
納

が
あ
る
方
は
、
有
効
期
限
が
短
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
は
、
８
月
以

降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
な
ど
も
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
裁
断
す
る
な
ど
し
て

廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、「
薄
紫
色
」で
す
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

に
つ
い
て
は
、
８
月
１
日
よ
り
新
し
い
も
の

と
な
り
ま
す
。
認
定
証
の
色
は
変
更
あ
り
ま

せ
ん
が
、
有
効
期
限
が
平
成
27
年
７
月
31
日

ま
で
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

前
年
度
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、
今
年
度

も
適
用
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き

交
付
し
ま
す
。
前
年
度
に
公
布
を
受
け
て
い
る

の
に
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
世
帯
に
未
申
告

の
方
が
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
認
定
証
は
被
保
険
者
証
と
は
別

便
で
、
同
じ
く
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

■
平
成
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

　

７
月
に
平
成
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
を
決
定
し
ま
す
。
平
成
26
年
度
の
保
険

料
は
、
平
成
25
年
中
の
年
金
や
給
与
・
不
動

産
な
ど
の
収
入
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
、
平

成
26
年
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
1
年
間

分
を
そ
れ
ぞ
れ
の
納
付
方
法
に
応
じ
た
納
期

回
数
で
除
し
た
金
額
を
各
期
に
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

今
年
度
の
7
月
算
定
時
に
賦
課
対
象
と
な

る
被
保
険
者
の
方
は
、
７
月
１
日
ま
で
に
資

格
を
取
得
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。
ま
た
以
降

の
月
に
お
い
て
、
資
格
を
取
得
し
た
被
保
険

者
の
方
へ
は
、
取
得
月
の
翌
月
に
通
知
書
な

ど
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

■
納
付
方
法

◆
特
別
徴
収
の
方

　

特
別
徴
収（
年
金
よ
り
直
接
天
引
き
）の
方

に
は
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書

及
び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ
れ
、
10
月
・
12

月
・
翌
年
２
月
に
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
翌
年
度
４
、６
、８
月
の
仮
徴
収
額

は
、
２
月
に
天
引
き
さ
れ
る
特
別
徴
収
額
と

同
額
に
な
り
ま
す
。

　

既
に
仮
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
は
、
本
算

定
さ
れ
た
年
額
か
ら
４
、６
、８
月
に
納
め
て

い
た
だ
い
た
金
額
を
控
除
し
た
差
額
が
10
、

12
、
翌
年
２
月
の
３
回
に
分
け
て
天
引
き
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
昨
年
８
・
５
割
軽
減
や
所
得
割
５
割

軽
減
な
ど
に
該
当
、
あ
る
い
は
年
度
の
途
中

で
保
険
料
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
納
付
方
法

が
変
更
と
な
っ
た
方
で
、
本
年
10
月
よ
り
再

度
特
別
徴
収
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、
７
、

８
、９
月
を
普
通
徴
収
、
10
月
以
降
特
別
徴

収
の
方
法
に
よ
る
年
６
回
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◆
普
通
徴
収
の
方

　

普
通
徴
収
の
方（
納
入
通
知
書
な
ど
に
よ

り
直
接
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
る
方
、
あ
る

い
は
口
座
振
替
を
申
請
さ
れ
た
方
）は
、
７

月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
及
び
納
入

通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
納
期
は
年
８
回

（
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
毎
月
）と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
毎
月
末
日

（
土
、
日
、
祝
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）に
口

座
よ
り
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
期
日
を
ご

確
認
の
う
え
納
め
忘
れ
、
あ
る
い
は
残
高
不

足
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
に

は
、
翌
月
20
日
頃
に
督
促
状
が
お
手
元
に
届
き
、

督
促
料
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
の
軽
減

　

平
成
26
年
度
の
保
険
料
の
軽
減
判
定
基
準
に

つ
い
て
は
左
記
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

◆
均
等
割
軽
減（
均
等
割
額
４
０
、４
９
０
円
）

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
が
次
に
該
当
す
る
世
帯
の
被
保

険
者
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
所
得
割
軽
減

　

賦
課
の
も
と
と
な
る
金
額
が
、
58
万
円
を
超

え
な
い
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
所
得
割
額
が

一
律
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
対

す
る
９
割
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
を
取
得
す

る
前
日
に
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
所
得
割
額
は
課
せ
ら
れ
ず
、
均
等

割
額
は
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
均
等
割
額
は

３
６
、４
４
１
円
が
軽
減
さ
れ
、
保
険
料
額
は
年

額
で
４
、０
４
０
円
と
な
り
ま
す
。

自己負担 所得区分 対象要件

３割 現役並み所得者※ 同一世帯に住民税課税所得が 145 万円以上の後期高齢者医療制度に
加入している被保険者がいる方

１割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方
低所得者Ⅱ 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方

低所得者Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税で、各収入などから必要経費・控除を差
し引いた所得が０円となる世帯の方

※現役並み所得者の負担区分判定基準
　同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定します。次の場合は、申請により「一般（１割）」
の区分になります。

・同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者が２人以上で、加入者の収入合計金額が 520万円未満の場合。
・後期高齢者医療制度の加入者が１人で、収入の合計金額が 383万円未満の場合。
・世帯で後期高齢者医療制度に加入している被保険者が１人であり現役並み所得者の場合は、同一世
   帯内の 70歳～ 74歳の方を含めた 70歳以上の方の収入の合計額が 520万円未満の場合。

軽減割合 判定方法 軽減額 軽減後
均等割額

９割軽減
8.5 割軽減に該当する場合に、その
世帯の被保険者全員に年金収入以外
の所得がなく、年金収入80 万円以下

36,441 円 4,049 円

8.5 割軽減 33 万円以下 34,416 円 6,074 円

５割軽減 33 万円＋｛24.5 万円×被保険者数｝以
下 20,245 円 20,245 円

２割軽減 33 万円＋｛45 万円×被保険者数｝以
下 8,098 円 32,392 円

※判定時は、世帯主及び被保険者の軽減判定の総所得金額等にて判
　定します。
※公的年金を受給されている方は、判定時に 15万円が控除されます。

■所得区分について

保険料率の改定について
　平成26・27 年度について保険料率が改定になります。
　後期高齢者医療制度では財政運営期間を 2 年間としており、
この期間の医療費財源に充てるため保険料率の改定を行います。

平成24・25 年度保険料率 平成26・27年度保険料率
　　均等割額　39,670 円 　　均等割額　40,490円
　　所得割率　7.86％ 　　所得割率　7.86％
保険料賦課限度額　55 万円 保険料賦課限度額　57万円

　　保険料　　　＝    均等割額   ＋　 　  所得割額
（10円未満切り捨て）　　 40,490 円　　（所得―33 万円）×7.86％

◆保険料の計算方法
　後期高齢者医療保険料は、山梨県後期高齢者医療広域連合
が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めま
す。保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険
者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。

■均等割軽減の判定方法と軽減額など
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国民年金の保険料免除制度があります
問合先：日本年金機構大月年金事務所☎（22）5837

市民生活課年金・医療担当
　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
免
除
さ
れ
る「
保
険
料
免
除
制

度
」が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
免
除
制
度
は
、
所
得
に
応

じ
４
段
階
あ
り
、
全
額
免
除
は
保
険

料
の
全
額
を
免
除
し
ま
す
。
一
部
納

付（
一
部
免
除
）
制
度
は
３
種
類
あ

り
、
保
険
料
の
一
部
を
納
付
し
、
残

り
の
保
険
料
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

免
除
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
本

人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
度
所

得
が
一
定
基
準
額
以
下
で
あ
る
こ
と

が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
納
付
額
と
年
金
額
の

計
算
、
免
除
と
な
る
所
得
の
目
安
は

左
表
の
と
お
り
で
す
。

納付額
（H26保険料
月額15,250円）

年金額 免除となる所得の目安

全額免除 0円 1/2 （扶養親族等の数+1）
×35万円 +22万円

４分の１
納付 3,810円 5/8

78万円 +扶養親族等
控除額+社会保険料控
除額等

半額納付 7,630円 6/8
118万円 +扶養親族等
控除額+社会保険料控
除額等

４分の３
納付 11,440円 7/8

158万円 +扶養親族等
控除額+社会保険料控
除額等

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」や「
学
生
納
付
特
例
制

度
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

◎
平
成
26
年
４
月
か
ら
法
律
が
改
正

さ
れ
、
申
請
時
点
か
ら
２
年
１
カ
月

前
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
免
除
な
ど
を
申
請
で
き
ま
す
。

◎
一
部
納
付
制
度
は
、
納
付
す
べ
き

一
部
の
保
険
料
を
納
付
さ
れ
な
い
場

合
、
そ
の
期
間
の
一
部
免
除
無
効

（
未
納
と
同
じ
）と
な
る
た
め
、
将
来

の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
場
合

に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

公立大学法人都留文科大学職員採用試験案内
申込・問合先：都留文科大学 総務課

総務企画担当☎（43）4341（内210）

試
験
職
種
及
び

平
成
27
年
度
採
用
予
定
人
員

　
　

専
任
事
務
職
員　
　

３
名
程
度

■
受
験
資
格

　

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
を

卒
業（
平
成
27
年
３
月
卒
業
見
込
み

を
含
む
。）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者
。

※
次
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で
き
ま

せ
ん
。

（
１
）成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐

人（２
）禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
ま
た
は
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

（
３
）日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に

お
い
て
、
日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ
の

下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
ま
た
は
こ
れ
に

加
入
し
た
者

（
４
）外
国
籍
の
場
合
は
、
就
職
が
制

限
さ
れ
る
在
留
資
格
を
有
す
る
者

■
受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

　

受
験
申
込
書
を
平
成
26
年
８
月
１

日（
金
）か
ら
８
月
15
日（
金
）ま
で
に

都
留
文
科
大
学
総
務
課
総
務
企
画
担

当
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
に
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
、
試
験
案
内
は
大
学
総
務

課
で
配
布
中
で
す
。
郵
送
希
望
の
方

は
、
１
２
０
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒（
角
２
型
）を
同
封
の
う

え
、
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
詳
細
は
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w

w
.tsuru.ac.jp/

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
試
験
日
及
び
会
場

第
１
次
試
験

　

平
成
26
年
９
月
21
日（
日
）

　

都
留
文
科
大
学
３
号
館
２
０
１
教
室

第
２
次
試
験（
第
１
次
合
格
者
の
み
）

　

平
成
26
年
10
月
下
旬

■
試
験
の
方
法

　

第
１
次
試
験（
筆
記
試
験
）

　

第
２
次
試
験（
面
接
・
作
文
）

■
合
格
発
表

　

第
１
次
試
験　

10
月
３
日（
金
）

　

第
２
次
試
験　

11
月
中
旬

■
郵
送
先
　
〒
４
０
２
―
８
５
５
５

　
都
留
市
田
原
３
丁
目
８
番
１
号

　

都
留
文
科
大
学 

　

総
務
課 

総
務
企
画
担
当

水道料金は納付期限までに納めましょう！
問合先：水資源活用課

水道業務担当・簡易水道担当

水
道
事
業
は
皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
く

水
道
料
金
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

配
水
管
の
修
繕
、
施
設
の
維
持
管

理
、
配
水
管
の
布
設
替
工
事
な
ど
に

か
か
る
費
用
は
、
皆
さ
ま
か
ら
い
た

だ
く
水
道
料
金
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

水
道
料
金
が
き
ち
ん
と
支
払
わ
れ
な

い
と
、
利
用
者
間
の
不
公
平
が
生
じ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
お
客
さ
ま
に
公
平
に
お

支
払
い
い
た
だ
く
た
め
に
、
き
め
細

か
な
未
納
対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

未
納
対
策
の
実
施

　

水
道
料
金
の
未
納
者
に
は
、
督
促

状
・
催
告
書
の
送
付
、
電
話
・
訪
問

催
告
な
ど
に
よ
り
納
入
を
促
し
て
お

り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
支
払
い
が
な

い
場
合
に
は
、
給
水
停
止
予
告
書
を

送
付
し
、
法
令
な
ど
に
基
づ
き
給
水

停
止
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
給
水
停

止
後
も
納
付
及
び
連
絡
が
な
い
場
合

は
、
民
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
客

様
と
の
水
道
の
給
水
契
約
の
解
除
を

行
っ
て
い
ま
す
。
水
道
料
金
が
滞
ら

な
い
よ
う
に
納
付
期
限
内
の
納
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

◎
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！ 

　

こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に

も
、
２
カ
月
に
１
回
自
動
的
に
振
替

納
入
で
き
る
便
利
な
口
座
振
替
制
度

の
ご
利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

口
座
振
替
の
ご
利
用
は
、
預
金
通
帳

（
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
）、
印
鑑

（
通
帳
届
出
印
）お
よ
び
水
道
料
金
の

領
収
書
ま
た
は
使
用
水
量
な
ど
の
お

知
ら
せ（
お
客
さ
ま
番
号
が
わ
か
る

も
の
）を
ご
持
参
の
う
え
、
預
金
口

座
の
あ
る
下
記
の
取
扱
金
融
機
関
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

納入通知書

口座振替

納
付
期
限

再
振
替
不
能

督
促
状

催
告
書

給
水
停
止
予
告
書

給
水
停
止

契
約
解
除

電
話

訪
問

■給水停止及び契約解除の流れ

取
扱
金
融
機
関

・
山
梨
中
央
銀
行 

・
山
梨
信
用
金
庫

・
都
留
信
用
組
合

・
山
梨
県
民
信
用
組
合

・
ク
レ
イ
ン
農
業
協
同
組
合

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

都留市赤十字奉仕団では新規団員を募集しています！
問合先：福祉課

地域福祉担当☎（46）5112
　

赤
十
字
奉
仕
団
と
は
、
赤
十
字

の
使
命
と
す
る
人
道
的
な
諸
活
動

を
実
践
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
集

ま
っ
て
結
成
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
組
織
で
す
。

　

お
も
な
活
動
内
容
は
、
市
の
総
合

防
災
訓
練
や
赤
十
字
社
主
催
の
炊
き

出
し
訓
練
・
応
急
救
護
訓
練
へ
の
参

加
、
献
血
会
場
で
の
奉
仕
活
動
、
救

急
法（
心
肺
蘇
生
法
、
包
帯
法
、
止

血
法
な
ど
）
修
得
の
た
め
の
研
修
、

介
護
老
人
保
健
施
設「
つ
る
」や
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
な
ど
、
赤
十
字
の
理
念
に
基

づ
き
、
人
々
の
し
あ
わ
せ
を
願
い
、

明
る
く
住
み
よ
い
社
会
を
築
く
た

め
、
様
々
な
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

都
留
市
赤
十
字
奉
仕
団
で
は
、
男

女
を
問
わ
ず
新
規
団
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
奉
仕
団
活
動
に
興
味
が
あ

る
方
は
、
上
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■都留市防災フェスティバルで活動する
都留市赤十字奉仕団員
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職員採用試験のお知らせ【市職員、市立病院・介護老人保健施設「つる」】
問合先：行政管理課 職員担当

市立病院事務局 庶務担当

市
職
員

試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

行
政
職（
上
級
）　　
　
　
　

  　

10
名
程
度

行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福
祉
士
〉  

１
名
程
度

看
護
・
保
健
職〈
保
健
師
〉　　

   

１
名
程
度

消
防
職（
上
級
）〈
都
留
市
消
防
署
勤
務
〉

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

２
名
程
度

消
防
職（
初
級
）〈
都
留
市
消
防
署
勤
務
〉

２
名
程
度

消
防
職（
初
級
又
は
上
級
）

　
〈
道
志
出
張
所
勤
務
〉   　
　

    

１
名
程
度

■
受
験
資
格

　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
、
ま
た
は
日
本
国
籍

を
有
し
な
い
者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

行
政
職（
上
級
）・
行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福

祉
士
〉

○
昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
５
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
大
学
を

卒
業（
平
成
27
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資

格
を
有
す
る
方

※
社
会
福
祉
士
は
資
格
を
有
す
る
方

　
（
平
成
27
年
３
月
取
得
見
込
み
を
含
む
）

看
護
・
保
健
職〈
保
健
師
〉

○
昭
和
60
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
５
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
保
健
師

の
資
格
を
有
す
る
方（
平
成
27
年
３
月
取
得

見
込
み
を
含
む
）

消
防
職（
上
級
）

○
昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
５
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
大
学
を

卒
業(

平
成
27
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む)

以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

資
格
を
有
す
る
方

○
普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
27
年
３
月

取
得
見
込
み
を
含
み
、
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
限

定
免
許
を
除
く
）を
有
す
る
方

○
採
用
時
以
後
、
勤
務
地
に
居
住
で
き
る
方

消
防
職（
初
級
）

○
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
高
等
学

校
を
卒
業(

平
成
27
年
３
月
卒
業
見
込
み

を
含
む)

以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
資
格
を
有
す
る
方

○
普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
27
年
３
月

取
得
見
込
み
を
含
み
、
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
限

定
免
許
を
除
く
）を
有
す
る
方

○
採
用
時
以
後
、
勤
務
地
に
居
住
で
き
る
方

消
防
職
受
験
資
格　

男
性
：
身
長
お
お
む
ね
１
６
０
㌢
以
上
、
体
重

お
お
む
ね
50
㌔
以
上
、
視
力
な
ど
正
常
な
方

女
性
：
身
長
お
お
む
ね
１
５
５
㌢
以
上
、
体
重

お
お
む
ね
45
㌔
以
上
、
視
力
な
ど
正
常
な
方

■
受
験
手
続
お
よ
び
受
付
期
間

　

受
験
申
込
書
を
平
成
26
年
８
月
１
日

（
金
）か
ら
８
月
15
日（
金
）ま
で
に
総
務
部

行
政
管
理
課
職
員
担
当
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
受
験
案
内
は
、
７
月
１
日（
火
）

か
ら
配
布
し
ま
す
。）

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付
期
間
は
、

平
成
26
年
８
月
１
日（
金
）か
ら
８
月
７
日

（
木
）で
す
。
申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
職
員
採
用
試
験
案
内
及
び
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

■
試
験
日
及
び
会
場

第
１
次
試
験

　
　

平
成
26
年
９
月
21
日(
日)	

　
　

都
留
市
役
所
３
階
大
会
議
室

第
２
次（
面
接
・
作
文
）試
験

平
成
26
年
10
月
下
旬（
第
１
次
合
格
者
の
み
）

試
験
の
方
法

　

第
１
次
試
験（
筆
記
試
験
）　

　

第
２
次
試
験（
面
接
・
作
文
）

※「
消
防
職
」は
右
記
試
験
以
外
に
体
力
検

査
を
行
い
ま
す
。

合
格
発
表

　

第
１
次
試
験　

10
月
３
日（
金
）

　

第
２
次
試
験　

11
月
中
旬

市
立
病
院
・
介
護
老
人
保
健

施
設「
つ
る
」職
員

◎	

看
護
師
の
資
格
取
得
の
た
め
に
借
入
れ

た
奨
学
金
の
返
済
資
金
助
成
制
度
が
あ
り

ま
す
。

◎	

助
産
師
、
認
定
看
護
師
等
資
格
取
得
支

援
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◎	

院
内
保
育
所「
み
は
ら
し
」に
お
子
さ
ま

を
あ
ず
け
て
、
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

募
集
職
種
・
人
員

　

看
護
師　
　
　
　
　

６
名
程
度

　

薬
剤
師　
　
　
　
　

１
名

　

診
療
放
射
線
技
師　

１
名

　

視
能
訓
練
士　
　
　

１
名

　

介
護
福
祉
士　
　
　

２
名

■
受
験
資
格
・
要
件

○	

昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
既
に
募
集
職
種
の
資
格
を
取
得
し
て

い
る
方

○	

昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
で
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
募
集
職

種
の
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
あ
る
方

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
、
ま
た
は
日
本

国
籍
を
有
し
な
い
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

■
応
募
期
間

　

平
成
26
年
７
月
７
日（
月
）～
７
月
31
日

（
木
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
26
年
７
月
31
日

消
印
有
効

■
応
募
書
類

①
受
験
申
込
書

②
身
上
書
付
履
歴
書

③
募
集
職
種
の
免
許
の
写
し

④
写
真
１
枚　

※
履
歴
書
に
貼
付
し
た
も

の
と
同
じ
写
真【
４
㌢
×
３
㌢
】で
裏
面
に

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
受
験
票
返
送
封
筒（
郵
送
に
よ
る
応
募
の

場
合
）※
長
形
３
号
封
筒
に
住
所
及
び
氏
名

を
記
入
の
う
え
、
82
円
切
手
を
貼
付
し
て

く
だ
さ
い
。

※
職
員
募
集
要
項
並
び
に
受
験
申
込
書
、

身
上
書
付
履
歴
書
は
市
立
病
院
事
務
局
庶

務
担
当
で
平
成
26
年
７
月
１
日（
火
）か
ら

配
布
し
ま
す
。（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

■
試
験
日
及
び
会
場

第
１
次
試
験

　

試
験
日　

平
成
26
年
８
月
10
日（
日
）

　

受
付
時
間　

９
時
～
９
時
45
分

　

試
験
開
始
時
間　

10
時
～

　

試
験
会
場　

市
立
病
院
北
棟
講
堂

第
２
次
試
験

　

試
験
日　

平
成
26
年
８
月
30
日（
土
）

　
受
付
時
間　

13
時
～

　

試
験
開
始
時
間　

13
時
45
分
～

　

試
験
会
場　

市
立
病
院
２
階
会
議
室
Ａ

試
験
内
容

　

第
１
次
試
験　

作
文
試
験
、
一
般
教
養

試
験
、
適
正
試
験

※
看
護
師
は
作
文
試
験
の
み

　

第
２
次
試
験　

面
接
試
験

合
否
通
知

　

平
成
26
年
９
月
中
旬
ま
で
に
郵
送
に
て

通
知
し
ま
す
。

採
用
予
定
日

　

平
成
27
年
４
月
１
日　

※
看
護
師
に
つ
い
て
は
、
相
談
に
よ
り
先

行
採
用
も
可
能

応
募
・
問
合
先

都
留
市
立
病
院
事
務
局
庶
務
担
当　
　

〒
４
０
２
｜
０
０
５
６

山
梨
県
都
留
市
つ
る
５
丁
目
１
番
55
号

☎（
45
）１
８
１
１（
代
）内
線
２
０
６

Ｆ
Ａ
Ｘ（
45
）２
４
６
７

在宅高齢者デイサービスセンターの指定管理者の募集について
問合先：健康推進課

保健福祉センター担当
　

市
で
は
、
在
宅
高
齢
者
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
平
成
18
年
度
よ
り

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
管
理
し

て
い
ま
す
が
、
平
成
27
年
３
月
31
日

を
も
っ
て
同
セ
ン
タ
ー
の
第
３
期
目

の
指
定
期
間
が
満
了
と
な
る
た
め

「
都
留
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

条
例
」お
よ
び「
都
留
市
公
の
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
き
等
に

関
す
る
条
例
」に
基
づ
き
、
平
成
27

年
度
以
降
も
引
き
続
き
施
設
の
管
理

を
代
行
で
き
る
指
定
管
理
者
を
募
集

し
ま
す
。

施
設
の
概
要

名
　
称　

都
留
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

　
　
　
　

セ
ン
タ
ー

所
在
地　

都
留
市
下
谷

２
５
１
６
番
地
１

（
都
留
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内
）

利
用
定
員　

35
名（
提
案
に
よ
り
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

応
募
資
格（
抜
粋
）

①
市
内
に
事
業
所
ま
た
は
事
務
所

を
有
す
る
社
会
福
祉
法
人
で
あ
る

こ
と
。

②
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
よ

る
通
所
介
護
の
指
定
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

③
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
基

づ
く
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
基
準
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

募
集
、
選
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
募
集
要
項
の
配
布　

　

７
月
４
日（
金
）～
７
月
18
日（
金
）

②
申
請
書
類
の
受
付
期
間

　

７
月
28
日（
月
）～
８
月
15
日（
金
）

※
配
布
、
受
付
は
土
曜
、
日
曜
、
祝

日
を
除
く
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分

ま
で

③
審
査　

９
月
中（
ヒ
ア
リ
ン
グ

お
よ
び
実
地
調
査
予
定
）

④
選
定
結
果
の
通
知　
　
　

10
月
中

募
集
要
項
配
布
場
所
、
質
疑
受
付
場

所
、
申
請
書
類
提
出
場
所
、
問
合
先

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内

健
康
推
進
課

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
担
当

都
留
市
下
谷
２
５
１
６
番
地
１

☎（
46
）５
１
１
３　

内
線
１
２
０

Ｆ
Ａ
Ｘ（
46
）５
１
１
９

Ｅ
メ
ー
ル

kenkou@
city.tsuru.lg.jp

結婚50周年を迎えられたご夫婦の金婚を祝う
申込・問合先：市社会福祉協議会☎（46）5115

福祉課地域福祉担当☎（46）5112
　

都
留
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、

結
婚
50
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
ご
夫
婦

を
対
象
に
金
婚
式
祝
賀
会
を
開
催
し

ま
す
。
お
申
し
込
み
が
お
済
で
な
い

方
は
、
上
記
ま
で
お
早
め
に
お
電
話

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
度
金
婚
式
祝
賀
会
の
開
催

の
ご
案
内

日
　
時　

９
月
26
日（
金
）14
時
か
ら

　
　
　
　
（
受
付
13
時
30
分
か
ら
）

場
　
所　

都
留
市
下
谷
２
５
１
６
―
１

　
　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留	

３
階

参
加
料　
　

無
料

対
　
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
ご
夫
婦

１
．
昭
和
38
年
９
月
16
日
～
昭
和
39

　
　

年
９
月
15
日
の
間
に
婚
姻
さ
れ

　
　

た
ご
夫
婦

※
こ
の
間
に
事
実
上
婚
姻
し
て
い
れ

ば
婚
姻
の
届
出
日
は
問
い
ま
せ
ん
。

２
．
昭
和
38
年
９
月
15
日
以
前
に
婚

　
　

姻
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
金
婚
式

　
　

祝
賀
会
に
参
加
さ
れ
て
い
な
い

　
　

ご
夫
婦

内
　
容

　

金
婚（
結
婚
50
周
年
）を
迎
え
た
ご

夫
婦
を
お
祝
い
し
ま
す
。

・
結
婚
50
周
年
を
祝
う
式
典

・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

・
記
念
写
真
撮
影

■昨年の金婚式祝賀会では保育園児によるお遊戯や、
ボランティアの方々による演奏などが披露されました。
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八朔祭に、積極的に参加してみませんか？ 問合先：記事内をご覧ください

大
名
行
列
お
姫
様
・
腰
元
役

募
集
！

　

９
月
１
日（
月
）、
八
朔
祭
に
ち
な
む

「
ふ
る
さ
と
時
代
祭
り
」が
開
催
さ
れ
ま

す
。
祭
り
の
呼
び
物
と
し
て
繰
り
出
さ

れ
る
大
名
行
列
は
総
勢
１
２
０
名
で
奴

姿
の
赤
熊
、
お
姫
様
や
お
殿
様
た
ち
が

歴
史
絵
巻
を
繰
り
広
げ
ま
す
。
皆
さ
ん

も
こ
の
大
名
行
列
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
。

出
演
日　

９
月
１
日（
日
）12
時
〜
18
時

※
８
月
24
日（
日
）13
時
か
ら
総
練
習
が

あ
り
ま
す
。

※
８
月
上
旬
に
衣
装
・
鬘
か
つ
ら

合
わ
せ
が
あ

り
ま
す
。

募
集
人
員

お
姫
様（
市
内
在
住
ま
た
は
出
身
の

　
　
　

未
婚
女
性
）　

１
名

腰　

元（
市
内
在
住
ま
た
は
出
身
の

　
　
　

未
婚
女
性
）　

若
干
名

配　

役

　

そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
と
衣
装
を
ま
と
い

大
名
行
列
に
入
っ
て
行
進
し
ま
す
。

応
募
締
切　

７
月
15
日（
火
） 

抽
選
発
表

　

姫
役
の
応
募
者
が
多
数
の
場
合
は
、

選
考
会
を
行
い
ま
す
。
腰
元
役
の
応
募

者
が
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

※
お
電
話
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

産
業
観
光
課
内　

ふ
る
さ
と
時
代
祭
り
実
行
委
員
会
事
務
局

☎（
43
）１
１
１
１　

内
線
１
５
４

大
名
行
列
の
花
形「
赤し

ゃ
ぐ
ま熊

」

募
集
！

　

大
名
行
列
の
花
形
と
も
言
え
る
赤
熊

を
一
緒
に
演
じ
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

下
天
神
町
大
名
行
列
保
存
会
で
は
、

赤
熊
の
伝
統
を
後
継
し
て
い
く
仲
間
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

出
演
日　

９
月
１
日（
日
）12
時
〜
18
時

募
集
人
員　

一
般
男
性　

若
干
名

※
８
月
20
日（
水
）、
21
日（
木
）、
22
日

（
金
）
19
時
か
ら
の
赤
熊
練
習
と
24
日

（
日
）13
時
30
分
か
ら
の
総
練
習
の
全
て

に
参
加
で
き
る
方

配　

役　

赤
熊

※
奴
の
衣
装
を
ま
と
い
道
具
を
も
っ
て

大
名
行
列
に
入
っ
て
行
進
し
ま
す
。

応
募
締
切　

７
月
15
日（
火
） 

申
込
・
問
合
先　

※
お
電
話
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

産
業
観
光
課
内

ふ
る
さ
と
時
代
祭
り
実
行
委
員
会
事
務
局

☎（
43
）１
１
１
１　

内
線
１
５
４

「
八
朔
in
つ
る
」参
加
者
・
ス
タ
ッ

フ
募
集
！

　

９
月
１
日
の
夜
、
谷
村
第
一
小
学
校

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
う「
八
朔
in
つ
る
」の

参
加
者
・
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。

ス
テ
ー
ジ
で
の
発
表
、
テ
ン
ト
で
展
示

な
ど
を
し
た
い
団
体
や
サ
ー
ク
ル
、
お

祭
り
を
盛
り
上
げ
る
企
画
・
ア
イ
デ
ア

の
あ
る
方
、
お
祭
り
好
き
な
方
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

※
年
齢
は
、
18
歳
以
上
の
方
に
限
り

ま
す
。

応
募
締
切　

７
月
15
日（
火
） 

申
込
・
問
合
先

八
朔
in
つ
る
実
行
委
員
長 （
新
館
）

☎
０
９
０（
４
８
２
３
）４
８
４
４

地
産
地
消
お
よ
び
６
次
産
業
化

に
取
り
組
む
農
業
者
や
農
業
者

団
体
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
、

平
成
26
年
度
よ
り
新
た
に
２
つ

の
助
成
制
度
を
設
け
ま
し
た
。

都
留
市
農
林
水
産
物

地
産
地
消
推
進
事
業
補
助
金

  

農
林
水
産
業
に
よ
り
地
域
の
活
性

化
を
図
る
た
め
の
地
産
地
消
推
進

事
業
を
実
施
す
る
農
業
者
な
ど
に

対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
す
る
も

の
で
す
。

地
産
地
消
と
は
？

　

地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
を
、

そ
の
地
域
で
消
費
す
る
こ
と
で
、

農
業
者
と
消
費
者
を
結
び
付
け
る

取
り
組
み
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

消
費
者
が
生
産
者
と「
顔
が
見
え
話

し
が
で
き
る
」関
係
で
地
域
の
農
産

物
を
購
入
す
る
機
会
を
提
供
す
る

と
と
も
に
、
地
域
の
農
業
と
関
連

産
業
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

交
付
対
象
者

　

市
内
の
共
同
直
売
所
、
生
鮮
食
品

な
ど
を
扱
う
販
売
所
お
よ
び
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
に
農
林
水
産
物
を
出
荷

し
て
い
る
農
業
者
な
ど

補
助
対
象
経
費

（
１
）生
産
資
材（
ハ
ウ
ス
の
ビ
ニ
ー

ル
、
マ
ル
チ
、
病
虫
害
シ
ー
ト
、
保

温
シ
ー
ト
な
ど
）

（
２
）供
給
資
材（
出
荷
テ
ー
プ
、
ラ

ベ
ル
シ
ー
ル
、
出
荷
容
器
な
ど
）

地産地消および６次産業化への助成制度について
問合先：産業観光課

農林振興担当

（
３
）
農
林
水
産
業
施
設
宣
伝
資
材

（
直
売
所
看
板
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

の
ぼ
り
旗
な
ど
）

※
市
内
で
購
入
し
た
も
の
に
限
り
ま

す
。

補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の

１
で
上
限
５
万
円

都
留
市
６
次
産
業
化

推
進
事
業
補
助
金

　

地
域
産
業
の
発
展
に
資
す
る
た

め
、
６
次
産
業
化
に
取
り
組
み
新
た

な
付
加
価
値
を
生
み
出
す
事
業
を
実

施
す
る
方
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交

付
す
る
も
の
で
す
。

６
次
産
業
化
と
は
？

　

農
業
等
の
１
次
産
業
が
、
加
工

（
２
次
産
業
）・
流
通
販
売（
３
次
産

業
）に
も
業
務
展
開
し
て
い
る
経
営

形
態
で
す
。
流
通
・
販
売
ま
で
直
営

で
行
う
た
め
中
間
コ
ス
ト
の
削
減
や

他
の
産
地
と
の
差
別
化
に
よ
る「
ブ

ラ
ン
ド
化
」（
高
付
加
価
値
化
）が
で

き
、
所
得
の
向
上
に
つ
な
が
る
な
ど

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

交
付
対
象
者

・
市
内
に
事
務
所
も
し
く
は
事
業
所

を
有
し
事
業
を
営
む
者

・
市
内
事
業
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
る

団
体

補
助
対
象
事
業
お
よ
び
補
助
額

（
１
）加
工
品
開
発

　

都
留
産
農
林
水
産
物
を
活
用
し
た

加
工
品
の
開
発
、
販
路
開
拓
な
ど
に

要
す
る
経
費（
原
材
料
費
、
機
械
装

置
の
リ
ー
ス
料
、
調
査
研
究
費
、
広

報
宣
伝
費
な
ど
）

補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の

１
で
上
限
１
０
０
万
円

（
２
）加
工
施
設
・
販
売
施
設
・
機
械

の
整
備
な
ど

　

都
留
産
農
林
水
産
物
を
活
用
し
た

加
工
品
の
生
産
に
必
要
な
加
工
施

設
、
販
売
施
設
お
よ
び
機
械
な
ど
の

整
備
に
要
す
る
経
費

補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

１
で
上
限
１
０
０
万
円

※
助
成
制
度
の
詳
細
お
よ
び
不
明
な

点
な
ど
は
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

無料！木造住宅耐震診断実施中！
問合先：基盤整備課
建築・住宅担当

　

家
族
や
財
産
を
守
る
た
め
、
耐
震

診
断
・
改
修
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

地
震
に
よ
る
住
宅
の
倒
壊
な
ど
を

防
止
し
、
災
害
に
強
い
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
で

は
今
年
度
も
木
造
個
人
住
宅
の「
耐

震
診
断
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
希
望
す
る
皆
さ
ま

の
家
に
、「
耐
震
診
断
技
術
者
」を
派

遣
し
、
調
査
を
行
い
、
大
規
模
地
震

に
対
す
る
防
災
意
識
と
耐
震
対
策
を

支
援
す
る
も
の
で
す
。

調
査
対
象
建
物

　

診
断
の
対
象
は
、
次
の
条
件
を
全

て
満
た
す
も
の
で
す
。

（
１
）昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
住
宅

（
２
）木
造
の
個
人
住
宅
で
２
階
建
て

以
下
の
建
物（
長
屋
お
よ
び
共
同
住

宅
以
外
の
建
物
）

（
３
）
所
有
者
が
市
内
に
住
所
を
有

し
、
か
つ
、
自
ら
が
居
住
す
る
も
の

診
断
費
用　

無
料
※
市
が
全
額
負
担

（
一
部
国
、
県
の
補
助
金
を
活
用
）

内
容

・
耐
震
診
断
及
び
診
断
結
果
の
説
明

・
耐
震
化
改
修
工
事
に
係
る
概
算
費

用
の
算
定

募
集
戸
数　

40
戸（
申
込
み
順
）

※
こ
の
診
断
に
よ
り
、
補
強
の
必
要

が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
住
宅
で
耐
震

改
修
を
す
る
方
は
、
補
助
金
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
担

当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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ふれあいパーティー参加者募集！ 問合先：記事内をご覧ください
　

都
留
市
結
婚
相
談
所
で
は
ス
テ
キ

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
出
会
い
を
求

め
て
い
る
方
の
た
め
に「
ふ
れ
あ
い

パ
ー
テ
ィ
ー
」を
開
催
し
ま
す
。

　

釣
り
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
み

ま
せ
ん
か（
ア
ル
コ
ー
ル
無
し
）。

　

お
気
軽
に
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日　

時　

８
月
３
日（
日
）

　

11
時
～
（
受
付
10
時
30
分
）

場　

所　

ベ
リ
ー 

パ
ー
ク 

イ
ン　

　
　
　
　

フ
ィ
ッ
シ
ュ
オ
ン
鹿
留

（
都
留
市
鹿
留
１
５
４
３
番
地
）

対
象
者　

男
性　

市
内
在
住
45
歳
ま
で
の
結
婚

　
　
　

を
考
え
て
い
る
方
20
名

女
性　

45
歳
ま
で
の
結
婚
を
考
え
て

　
　
　

い
る
方
20
名

参
加
費　

３
、０
０
０
円　

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
し

ま
す
。

申
込
方
法　

参
加
申
込
用
紙（
市
民

生
活
課
に
備
え
付
け
）に
記
入
の
上
、

郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
期
限　

７
月
18
日（
金
）消
印
有
効

参
加
の
可
否
は
、
後
日
連
絡
を
し
ま

す
。

問
合
先　

都
留
市
結
婚
相
談
所
事
務
局

（
都
留
市
市
民
生
活
課
）

都
留
市
上
谷
１
丁
目
１
番
１
号

☎（
46
）０
１
７
０

Ｆ
Ａ
Ｘ（
20
）３
６
２
２

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について
問合先：政策形成課 給付金事務室

☎（43）1121、（43）1125

申
請
書
は
届
き
ま
し
た
か
？

　

申
請
書
が
届
か
な
い
方
は
、
次
の

場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
生
活
保
護
受
給
者
の
方（
臨
時
福

祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
）

・
平
成
26
年
度
分
の
市
民
税
の
申
告

が
未
申
告
の
方（
臨
時
福
祉
給
付
金
）

・
あ
な
た
を
扶
養
し
て
い
る
方
に
平

成
26
年
度
分
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方（
臨
時
福
祉
給
付
金
）

・
公
務
員
の
方（
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
）　

な
ど

※
公
務
員
の
方
に
関
し
て
、
市
で
は

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
ど
う

か
の
把
握
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
お

手
元
へ
申
請
書
な
ど
を
送
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
申
請
方
法
に
つ
い
て

は
以
下
の「
公
務
員
の
方
へ
」を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

こ
の
場
合
以
外
で
、
申
請
書
が
届

い
て
い
な
い
方
は
都
留
市
役
所
給
付

金
事
務
室
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

公
務
員
の
方
へ

（
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
）

　
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

は
、
対
象
者
の
住
所
が
基
準
日（
平

成
26
年
１
月
１
日
）に
都
留
市
に
あ

る
場
合
、
都
留
市
が
申
請
先
と
な
り

ま
す
。
公
務
員
の
方
は
、
申
請
方
法

や
必
要
書
類
が
一
般
の
方
と
異
な
る

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
申
請
方
法

①
勤
務
先
か
ら「
児
童
手
当
受
給
状

況
証
明
書
」
と「
申
請
書（
公
務
員

用
）」を
入
手
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
市
役
所
、
各
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
も
備
え
置

き
ま
す
の
で
そ
ち
ら
か
ら
も
入
手
で

き
ま
す（
公
務
員
用
申
請
書
は
全
国

共
通
で
す
）。

②
入
手
し
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
記
入
方
法
に
つ
い
て
は
、

市
役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
都
留
市
給
付
金
事
務
室
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
必
要
書
類
を
揃
え
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

　
「
児
童
手
当
受
給
状
況
証
明
書
」

と「
申
請
書（
公
務
員
用
）」に
加
え
、

次
の
必
要
書
類
を
準
備
し
て
く
だ

さ
い
。

・
必
要
書
類
に
つ
い
て

　

受
取
方
法
に
よ
り
必
要
書
類
が
異

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

児
童
手
当
振
込
口
座
へ
の
振
込
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、「
児
童
手
当

受
給
状
況
証
明
書
」の
記
載
内
容
に

よ
り
記
入
内
容
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
下
記
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

※
申
請
書
の
内
容
に
不
備
が
あ
る
場

合
は
お
返
し
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
記
入
も
れ
や
間
違
い
の
な
い
よ

う
十
分
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

④
申
請
受
付
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
は
郵
送
か
、
市
役
所
に
あ
る

窓
口
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

受
付
期
間　

７
月
１
日（
火
）か
ら
９

月
30
日（
火
）ま
で
の
３
カ
月
間（
郵

送
の
場
合
は
９
月
30
日
消
印
有
効
）

郵
送
時
宛
先

〒
４
０
２
―
８
５
０
１

都
留
市
上
谷
一
丁
目
１
番
１
号

都
留
市
役
所
給
付
金
事
務
室　

行

問
合
先

上
記
電
話
番
号
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

kyufukin@
city.tsuru.lg.jp

希望する受取方法 申請書「受取方法」
欄の記入方法

本人確認
書類

口座確認
書類

児童手当振込口座への振込を希望
し、「児童手当受給状況証明書」に
支払金融機関の記載がある場合

「Ａ」にチェック ×　不要 〇　必要

児童手当振込口座への振込を希望
し、「児童手当受給状況証明書」に
支払金融機関の記載がない場合

「Ｂ」にチェックし
口座情報を記入 〇　必要 〇　必要

児童手当振込口座以外の口座への
振込を希望する場合

「Ｂ」にチェックし
口座情報を記入 〇　必要 〇　必要

■受取方法欄の記入方法と必要書類（公務員の方の場合）今
月
の

「
ふ
れ
あ
い
・
子
育
て
サ
ロ
ン
」

親
子
一
緒
の
サ
ロ
ン

日　

時　

７
月
７
日（
月
）

　
　
　
　

受
付
９
時
～
10
時

場　

所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

各
自
必
要
な
物

費　

用　

２
０
０
円（
保
険
・
運
営
費
）

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
（
託
児
）サ
ロ
ン

　

※
７
月
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
サ
ロ
ン
の
予

定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
回
は
８
月
25
日（
月
）の
予
定
と
な
り

ま
す
。

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

日　

時　

７
月
12
日（
土
）14
時
～

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

み
ん
な
が
選
ん
だ
絵
本
や
紙
芝

　
　
　
　

居
を
読
み
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日　

時　

７
月
18
日（
金
）10
時
30
分
～

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親
子
を

　
　
　
　

対
象
に
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び

　
　
　
　

を
し
ま
す
。　

こ
ぶ
た
の
会
の

　
「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会
プ
ラ
ス

日　

時　

７
月
26
日（
土
）14
時
～

場　

所　

市
立
図
書
館
お
は
な
し
コ
ー
ナ
ー

内　

容　

幼
児
む
け
の
手
あ
そ
び
、
よ
み

　
　
　
　

き
か
せ
な
ど
を
し
ま
す
。

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
、
手
形

足
型
ス
タ
ン
プ
を
行
い
ま
す
。

日　

時　

７
月
16
日（
水
）10
時
30
分
～

場　

所　

ま
ち
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　

１
階
和
室

対　

象　

３
カ
月
～
1
歳（
要
申
込
み
）

参
加
費　

３
０
０
円

持
ち
物　

バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

申
込
・
問
合
先　

友
野

☎
０
９
０（
７
７
１
０
）２
３
８
９

犬・猫の飼い主さんへ
問合先：市民生活課

環境創造室
　

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
は

飼
い
主
の
義
務
で
す
！

　
「
狂
犬
病
予
防
法
」に
基
づ
き
、
犬

の
飼
い
主
に
は
飼
い
犬
に
つ
い
て
生

涯
１
回
の
登
録
と
、
年
１
回
の
狂
犬

病
予
防
注
射
の
接
種
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
鑑
札
及
び
注
射

済
票
を
犬
に
着
け
て
い
な
い
場
合

は
、
20
万
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
鑑
札
や
注
射
済
票
な

ど
所
有
者
を
明
示
す
る
も
の
が
な
い

と
、
保
護
を
し
た
際
に
飼
い
主
と
連

絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
言

葉
を
話
せ
な
い
ペ
ッ
ト（
動
物
）の
た

め
に
、
日
頃
か
ら
、
飼
い
主
の
連
絡

先
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

犬
の
死
亡
届
な
ど
に
つ
い
て

　

犬
の
所
有
者
の
変
更
や
犬
が
死
亡

し
た
場
合
に
は
、
届
出
が
必
要
で

す
。
市
民
生
活
課
環
境
創
造
室
ま
で

お
届
け
く
だ
さ
い
。

犬
を
放
し
飼
い
に
し
な
い
で
！

　
「
山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
」に
基
づ
き
、
犬
は

綱
や
鎖
で
つ
な
ぐ
か
、
柵
や
オ
リ
な

ど
の
囲
い
の
中
で
飼
育
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
違
反
し
た
場
合
は
、

十
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
市
役
所
で
犬
を
保
護
し

た
場
合
は
、
１
頭
１
日
に
つ
き
千
円

の
手
数
料
が
掛
か
り
ま
す
。

猫
の
飼
い
方
に
つ
い
て

　
「
猫
は
外
で
飼
う
も
の
」と
い
う
考

え
を
、
お
持
ち
の
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
自
由
に
出
歩
く
こ
と
の

で
き
る
猫
が
、
他
人
の
敷
地
に
侵
入

し
た
り
、
場
所
を
選
ば
ず
糞
尿
を
し

て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
、
地
域
社
会

で
の
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
原
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

猫
は
エ
サ
が
十
分
に
与
え
ら
れ
て

い
て
、
安
心
し
て
過
ご
せ
る
空
間
が

あ
れ
ば
外
に
出
な
く
て
も
幸
せ
に
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

む
し
ろ
外
に
出
る
こ
と
で
交
通
事

故
に
遭
う
こ
と
や
他
の
猫
か
ら
病
気

に
感
染
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
猫
を
室
内
で
飼
い
ま

し
ょ
う
。

飼
い
猫
に
名
札
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

　

あ
な
た
の
猫
が
迷
子
に
な
っ
た

り
、
不
慮
の
事
故
に
あ
っ
て
家
に
戻

れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
発
見
さ
れ
て

も
名
札
が
な
け
れ
ば
連
絡
を
と
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
室
内
飼
い
の
猫

で
あ
っ
て
も
名
札
を
つ
け
ま
し
ょ

う
。


